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令和３年度 第４回定例教育委員会 議事録 
 

 

■ 日  時 令和３年７月１４日（水）午後３時００分～午後４時０２分 

 

■ 場  所 和束町体験交流センター 会議室 

 

■ 出席委員 教育長        西 本 吉 生 

教育長職務代理者   石 橋 常 男 

委員         村 田 年 宏 

       委員         上 村 恵 子 

委員         植 田 宏 和 

 

■ 欠席委員 ０人 

 

■ 説 明 員 教育次長       竹 谷 正 則 

学校教育課長     原 田 敏 明 

生涯学習課長     南   和 昇 

       学校教育指導主事   鈴 江 伸 治 

 

■ 事 務 局 教育次長       竹 谷 正 則 

学校教育課長代理   城 野 成 子 

       学校教育課長代理   大久保 欣 浩 

       学校教育指導員兼社会教育指導員 

   稲 垣 公 美 

 

■ 傍聴者数 ０人 

 

■ 議事日程 

       日程１ 議事録の承認 

       日程２ 議事録署名委員の指名 

       日程３ 会期の決定 

       日程４ 諸般の報告 

日程５ 議案第１１号 相楽東部広域連合立学校の管理運営に関する規則 

           の一部を改正する規則 

    議案第１２号 相楽東部広域連合立小学校及び中学校評議員設置 

           規程を廃止する規程 

日程６ 議案第１３号 相楽東部広域連合教育委員会後援名義等の使用に 

           ついて 

日程７ その他 
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■ 議  事 

西本教育長 

 ただ今から、令和３年度第４回定例教育委員会を開会します。 

 日程第１、「議事録の承認」を議題とします。 

 第３回定例教育委員会の議事録は、事前に配布しております。議事録について、ご意見、

ご質問をお受けしたいと思います。質問等のある方は挙手願います。 

 

（各委員よりないとの声あり） 

 

西本教育長 

 特に、ご意見、ご質問がありませんので、これを承認することとします。 

 日程第２、「議事録署名委員の指名」を行います。本日の議事録署名委員は、植田委員に

お願いします。 

 日程第３、「会期の決定」を議題とします。お諮りします。本定例教育委員会の会期は、

本日、１日間にしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

 

（各委員より異議なしとの声あり） 

 

西本教育長 

 異議なしということですので、本定例教育委員会の会期は、本日、１日間に決定します。 

 日程第４、「諸般の報告」を行います。1番は、教育次長から報告してください。 

 

竹谷教育次長 

 1 番、令和３年度（７月以降の）教育委員会事務局職員体制についてです。この度、和

束町におきまして、７月１日付けで人事異動が発令されました。これにより、和束町から

連合に派遣されていました職員に異動が生じましたので申し上げます。派遣元の和束町へ

戻った職員は、教育次長の竹谷秀俊、和束町学校給食センター主任調理師の中野克子の２

名です。新たに派遣された職員は、原田敏明、飯田克也の２名です。これにより教育委員

会内において一部異動がありましたので申し上げます。学校教育課長を務めさせていただ

いておりました私、竹谷正則が教育次長兼和束町学校給食センター所長に、そして、原田

敏明が学校教育課長兼南山城村学校給食センター所長に、学校教育課課長補佐の城野成子

が学校教育課の課長代理になりました。また、和束町学校給食センター主任調理師の桝本

桂子が給食センター所長補佐となり、中野克子に代わり飯田克也が調理師となりました。

以上です。 

 

西本教育長 

 １番はよろしいですか。２番と３番は、学校教育課長から報告してください。 
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原田学校教育課長 

 ２番、第７４回山城地方中学校体育大会（陸上の部）兼京都府中学校総合体育大会（陸

上競技の部）予選会について報告します。令和３年６月１９日の土曜日に、京都府立山城

総合運動公園陸上競技場で開催されました。フィールド競技男子の部では、笠置中学校３

年生の西窪くんが走り高跳びで、記録１ｍ６０ｃｍで３位入賞、また、トラック競技女子

の部では、笠置中学校１年生の藤田さんが女子１００ｍ走において、記録１４秒０１で５

位に入賞しました。両名については、令和３年７月２７日、２８日に「たけびしスタジア

ム京都陸上競技場で開催されます、第７４回京都府中学校総合体育大会に出場を予定して

います。活躍を期待しています。 

 ３番、連合管内の中学校「体育大会」及び小学校「運動会」の日程についてです。中学

校については、令和３年９月１１日の土曜日、午前９時から。雨天の場合は、９月１２日

の日曜日、午前９時からとなります。小学校については、令和３年９月２５日の土曜日、

午前９時から。雨天の場合は、翌日の９月２６日の日曜日、午前９時からとなります。な

お、それぞれの日曜日が雨天の場合は、月曜日、火曜日を休校とし、水曜日に実施されま

す。中学校は、１９日の水曜日、小学校は、２９日の水曜日です。なお、教育委員の来賓

の割振りについては、次回の定例教育委員会にて協議していただきたく、よろしくお願い

いたします。以上です。 

 

西本教育長 

 ２番と３番、よろしいですか。笠置中学校の西窪くんは、別の大会で１ｍ６５ｃｍを跳

んで自己新を出しています。ここの記録は１ｍ６０ｃｍですが、さらに５ｃｍ、府大会で

はないのですが、通信陸上というところで記録を出しているという報告がありました。優

勝者は、１ｍ７５ｃｍを跳んでいます。西窪くんは、小学校の陸上運動交歓記録会の走り

高跳びでもいい記録を出していました。体育大会及び運動会の日程は、ここにあるとおり

ですので、委員の皆さんは当日空けておいてください。 

続いて、４番です。諸般の報告、４番、「令和３年度京都府小・中学校学力診断テストの

分析結果について」を議題とし、会議の非公開についてお諮りします。相楽東部広域連合

教育委員会会議規則第４条第１項には、「会議は公開とする」と定められておりますが、同

項ただし書きに公開の例外として、「個人情報に関すること」や「公開により著しい支障が

生じるおそれがあること」については、「教育長又は委員の発議により、出席者の３分の２

以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる」と定められています。本

件は、各校の個別情報に関することであり、児童生徒が少人数であることも踏まえ、会議

を非公開にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

（各委員より異議なしとの声あり） 

 

西本教育長 

 異議なしとのことですので、諸般の報告、４番、「令和３年度京都府小・中学校学力診断
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テストの分析結果について」は、ただ今から非公開とします。４番は、鈴江学校教育指導

主事から報告します。 

諸般の報告４、令和３年度京都府小・中学校学力診断テストの分析結果について（非公

開） 

 続いて、５番から９番までは、生涯学習課長から報告してください。 

 

南生涯学習課長 

 ５番、生涯学習情報誌（ハーモニー夏号）の発行についてです。こちらについては季節

情報誌です。広報紙の折り込みで全戸に配布しています。№５、５回目です。今回は、７

月から１０月までの事業の開催予定を掲載しています。事業名等はご覧のとおりです。右

の方は、３町村の図書室だよりを掲載しています。笠置町の図書室については、７月のお

すすめ図書について。和束町体験交流センターの図書室については、図書の展示について。

南山城村図書室については、これから実施されます図書室のシステム更新についてのお知

らせを載せています。裏面は、読書感想文全国コンクールの課題図書の紹介をしています。

小学生・中学生等、こちらを参考にお願いしたいと掲載いたしました。 

 ６番、大人もＷａｋｕｗｏｒｋ体験事業「木工体験教室」の実施についてです。今回の

作品はカントリーラックです。仕上がりサイズは、およそ高さ９０ｃｍ、幅４０ｃｍ、奥

行３０ｃｍです。日時は、令和３年７月２８日の水曜日、午前９時から正午まで。場所は、

笠置町産業振興会館の研修室です。講師は、前笠置町長の西村典夫さんです。 

 ７番、大人もＷａｋｕｗｏｒｋ体験事業「はんこ教室」の実施についてです。毎年、恒

例で、年２回実施しています。日時は、令和３年８月２８日の土曜日、１回目が午後１時

から、２回目が午後３時からの予定で、場所は、和束町体験交流センター会議室です。 

 ８番、相楽小学生ソフトボール大会の中止についてです。本年８月２１日に予定されて

いましたが、木津川市、相楽郡内の青少年育成協議会会長と事務局である保健所が協議し

た結果、新型コロナウイルス感染症対策としてマスクを着用しての試合等、保護者の意見

を聴きながら熱中症対策等が必要になり、また、コロナの感染対策も困難なことから今年

度は中止ということになりました。 

 ９番、令和４年成人式の日程（案）についてです。こちらについては、開催要項（案）

の１番、趣旨、将来の日本や笠置町・和束町・南山城村の担い手となる成人に達した男女

の新しい門出を祝福するとともに、公人としての権利と義務について自覚を持つよう啓発

することを目的として実施します。２番、対象者、平成１３年４月２日から平成１４年４

月１日生まれの笠置町・和束町・南山城村在住者が対象です。ただし、現在、在住はして

いないけれども、以前に管内３町村に在籍していた方で希望者・申込者を含むということ

です。３番、実施日、令和４年１月１０日、成人の日。時間は、午後１時３０分からです。

場所は、南山城村文化会館（やまなみホール）です。最後に留意事項ですが、こちらにつ

いては、昨年度同様、開催を予定する時期の新型コロナウイルスの状況や参加者の健康リ

スクを総合的に勘案しながら、また、実施規模の縮小もしくは来賓・スタッフ等の人数制

限等、実施の可否等を随時検討することとします。現在、対象者を調査中であり、参考に
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昨年度については、対象者５３名中４２名の出席でした。以上です。 

 

西本教育長 

 質問等ありましたらお願いします。よろしいですか。諸般の報告は以上です。 

 続きまして、日程第５、「議案第１１号、相楽東部広域連合立学校の管理運営に関する規

則の一部を改正する規則」及び「議案第１２号、相楽東部広域連合立小学校及び中学校評

議員設置規程を廃止する規程」を一括して議題とします。議案を説明してください。 

 

竹谷教育次長 

 議案第１１号、相楽東部広域連合立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則。

上記の議案を提出する。令和３年７月１４日提出、相楽東部広域連合教育委員会教育長、

西本吉生。提出の理由。令和２年５月１３日開催の定例教育委員会において、相楽東部広

域連合立学校における学校運営教議会の設置等に関する規則の制定が原案どおり承認され

るとともに、同年及び令和３年に管内のすべての小中学校に学校運営協議会が設置された

ことから、学校評議員に関する条文を削除することとし、本規則の一部を改正するもので

す。１枚めくっていただきまして、相楽東部広域連合立学校の管理運営に関する規則の一

部を改正する規則。相楽東部広域連合立学校の管理運営に関する規則（平成２１年４月１

日教委規則第８号）の一部を次のように改正する。第２３条を削り、第２４条を第２３条

とし、第２５条から第３１条までを１条ずつ繰り上げる。附則。この規則は、令和３年８

月１日から施行する。 

 

原田学校教育課長 

 議案の説明をいたします。連合管内のすべての学校が、令和２年度から令和３年度にか

けて、「学校評議員制度」から「学校運営協議会制度」へ移行したことから、本規則の一部

を改正するものです。資料の新旧対照表をご覧ください。議案の提出理由にもありました

ように、連合管内のすべての学校において、学校運営協議会が設置されましたので、第２

３条の学校評議員に関する規定を削除するとともに、第２４条以降の規定を１条ずつ繰り

上げるものです。よろしくお願いします。 

 

竹谷教育次長 

 議案第１２号、相楽東部広域連合立小学校及び中学校評議員設置規程を廃止する規程。

上記の議案を提出する。令和３年７月１４日提出。相楽東部広域連合教育委員会教育長、

西本吉生。提出の理由。連合管内のすべての小中学校に学校運営協議会が設置されるとと

もに、相楽東部広域連合立学校の管理運営に関する規則第２３条の学校評議員に関する規

定が削除されることから、本規程を廃止するものです。１枚めくっていただきまして、相

楽東部広域連合立小学校及び中学校評議員設置規程を廃止する規程。相楽東部広域連合立

小学校及び中学校評議員設置規程（平成２１年４月１日教委規程第３号）は、廃止する。

附則。この規程は、令和３年８月１日から施行する。 
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原田学校教育課長 

 議案の説明をいたします。議案の提出理由にありましたように、連合管内のすべての学

校において、学校運営協議会が設置され、本日、相楽東部広域連合立学校の管理運営に関

する規則第２３条の学校評議員に関する規定が削除されることから、この規程を廃止する

ものです。よろしくお願いします。以上です。 

 

西本教育長 

 これより一括して質疑を行います。質問のある方は挙手願います。よろしいですか。 

 

（各委員より質疑なしの声あり） 

 

西本教育長 

 質問等がないようですので、これより採決します。採決は、一件ごとに行います。議案

第１１号、相楽東部広域連合立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則につい

て、承認される方は挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

西本教育長 

 挙手全員です。よって議案第１１号は、承認されました。議案第１２号、相楽東部広域

連合立小学校及び中学校評議員設置規程を廃止する規程について、承認される方は挙手を

お願いします。 

 

（挙手全員） 

 

西本教育長 

 挙手全員です。よって議案第１２号は、承認されました。 

 日程第６、「議案第１３号、相楽東部広域連合教育委員会後援名義等の使用承認について」

を議題とします。議案を説明してください。 

 

竹谷教育次長 

 議案第１３号、相楽東部広域連合教育委員後援名義等の使用承認について。上記の議案

を提出する。令和３年７月１４日提出。相楽東部広域連合教育委員会教育長、西本吉生。 

提出の理由。令和３年６月２８日付けで、東洋コウモリ研究所長から申請のあった「コウ

モリ観察会」に係る後援名義の使用については、相楽東部広域連合教育委員会後援名義等

使用承認取扱規程第３条に定める承認基準を満たしていることから、本申請を承認するも

のです。 
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南生涯学習課長 

 議案第１３号の説明をいたします。今回の東洋コウモリ研究所の後援に係る名義使用申

請については、初めて、新規の申請です。まず、この東洋コウモリ研究所の所在地は、笠

置町大字笠置小字草田切２８番地です。代表、所長は、同住所の前田喜四雄氏で、奈良教

育大学名誉教授、農学博士でもあり、２００１年には、東京大学出版社から「日本コウモ

リ研究誌」などの図書も出版されています。団体・学校・グループ等に向けてコウモリの

観察会やコウモリに関するレクチャー、出張展示等をされています。今回の事業名は「コ

ウモリ観察会」でありまして、事業の目的は、コウモリの正しい知識の普及及びコウモリ

への理解を深めることです。事業の内容については、コウモリの生態に関する講義と野外

観察です。実施時期は、令和３年８月２１日の土曜日、笠置町産業振興会館及びその周辺

で、参加対象者は一般です。また、その他、笠置町役場に確認をしたところ、以前から笠

置町産業振興会館において写真等の展示実績もあるようです。よろしくご審議の程、お願

いいたします。 

 

西本教育長 

 これより質疑を行います。質問のある方は挙手願います。 

 

（各委員よりないとの声あり） 

 

西本教育長 

 質問等がないようですので、これより採決します。議案第１３号、相楽東部広域連合教

育委員会後援名義等の使用承認について、承認される方は挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

西本教育長 

 挙手全員です。よって議案第１３号は、承認されました。 

 続いて、日程第７、その他です。１の諸報告の①から⑥までは、各委員に送付済です。

笠置「ちびっこ」まつりも毎年がんばってやってきたのですが、今年は中止です。何かご

意見・ご質問ありますか。 

 

（各委員よりないとの声あり） 

 

西本教育長 

 ないようですので、２の次期定例教育委員会の開催日程（案）について事務局から説明

してください。 
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竹谷教育次長 

 次期定例教育委員会の開催日程（案）です。日時は、令和３年８月３０日の月曜日、午

後３時からです。場所は、和束町体験交流センターの会議室です。内容は、議案として、

令和４年度以降に使用する中学校教科用図書の採択についてです。皆さんのご都合はいか

がですか。 

 

西本教育長 

 教科書は、今回、中学校、社会の歴史だけですが、８月中に教育委員会で決定すること

になっています。３０日です。これでよろしいですか。 

 

（教育長、委員により「８月の定例教育委員会の日程」を協議する。） 

 

西本教育長 

 次期の定例教育委員会は、８月３０日の月曜日、午後３時からです。教科書採択につい

ての会議となります。それに向けて、第２回の山城教科用図書採択地区協議会が７月１６

日の午後２時から精華町役場で開催され、私と石橋教育長職務代理者の２人が出席予定で

す。他にありますか。 

 

（各委員よりないとの声あり）             

 

西本教育長 

 それでは、以上で第４回定例教育委員会を終了いたします。ご苦労さまでした。 

                       〈午後４時０２分閉会〉 

     

― 了 ― 


